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訴訟の判決の確定に関するお知らせ 
 
 

平成 25 年１月 25 日付の「訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知らせしました株式会社仁田

工務店（以下、「仁田工務店」という。）を原告、当社を被告とする損害賠償請求訴訟について、

平成 26 年９月３日、東京高等裁判所において、勝訴判決が出され、同年９月 18 日の期限までに

上告がなされなかったため、同判決が確定いたしましたので、お知らせいたします。 

詳細については、下記のとおりです。 

 

 

記 

 

１．訴訟の経緯と判決内容 

（１）訴訟内容等 

平成 25 年１月 25 日付当社プレスリリースをご参照ください。 

（２）第一審判決 

    平成 26 年４月 16 日、東京地方裁判所において、次のとおり、当社全面勝訴の判決が言

い渡されました。 

「１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。」 

（３）第二審判決 

仁田工務店は、上記第一審判決を不服とし、平成 26 年４月 30 日、東京高等裁判所に控

訴いたしましたが、同年９月３日、次のとおり、この控訴を全面棄却する判決が言い渡さ

れました。 

「１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。」 

（４）判決の確定 

平成 26 年９月 18 日の期限までに上告がなされなかったため、上記判決が確定いたしま

した。第一審、第二審とも当社の主張の正当性が認められたものであり、妥当な判断がな

されたと考えております。 

 

２．業績への影響 

  本判決による当社の業績に与える影響はありません。 

 

以上 


